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定時決定時調査の実施について 

 

 時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は当会の事業運営につきまして、格別なご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。  

 このたび、平成２６年３月６日付別添新年発第１号にて、新宿年金事務所（東

京都代表事務所）より、「定時決定時調査の実施」に関する周知依頼がありまし

た。 

 これは、厚生年金保険等の適用の適正化を図るため、年金事務所が同意事業

所等及び組合管掌事業所を含むすべての適用事業所に対し、数年に一度、定時

決定時調査等の事業所調査を行うことを目的として実施されるものです。 

 つきましては、同調査の実施に関し、貴統括支部及び貴支部所属会員の皆様

への周知方よろしくお願い申し上げます。 

なお、本件に関しましては、当会ホームページ（会員サイト）に記事を掲載

しておりますので申し添えます。 

 

（担当：業務課 苅部） 
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